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笠松春まつりのお知らせ
令和8年度予算のあらまし
令和8年度【前期】笠松町生涯学習講座

　やわらかな朝焼けに包まれた笠松みなと公園。木曽川沿いに咲き誇る桜が、まちに春の
息吹を運びます。今年も「笠松春まつり」を開催。新生活に心弾む春のひとときを、満開の景
色とともにお楽しみください。（関連記事：2・3ページ）

広報かさまつ 4
2026 Apr.
No.1187

こ
の

広
報

紙
は

再
生

紙
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

Q
Rコ

ー
ド

は
㈱

デ
ン

ソ
ー

ウ
ェ

ー
ブ

の
登

録
商

標
で

す
。

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

https://w
w

w
.tow

n.kasam
atsu.gifu.jp/

●
発

行・編
集

／
笠

松
町・企

画
D

X課
 未

来
創

造
室

 〒５０１‐６１８１
 岐

阜
県

羽
島

郡
笠

松
町

司
町

１
  ☎

058 -388 -1127
  FA

X.058 -387 -5816

「
こ
ん
に
ち
は
」コ
ー
ナ
ー
の

「
こ
ん
に
ち
は
」コ
ー
ナ
ー
の

赤
ち
ゃ
ん
を
募
集
し
ま
す

赤
ち
ゃ
ん
を
募
集
し
ま
す

「
こ
ん
に
ち
は
」コ
ー
ナ
ー
の

赤
ち
ゃ
ん
を
募
集
し
ま
す

c
企

画
D

X課
　

☎
388‐1127

応
募
対
象

応
募
期
限

令
和

7年
6月

生
ま

れ
の

赤
ち

ゃ
ん

4月
20日（

月
）

応
募

は
こ

ち
ら

か
ら
蜷

　
笠
松
町
、笠
松
町
商
工
会
お
よ
び
岐
阜
信
用
金
庫
は
、地

域
事
業
者
へ
の
支
援
や
産
業
振
興
を
通
じ
て
持
続
可
能
な

地
域
経
済
の
発
展
を
目
指
す
た
め
、2月

18日
に「
地
域
経

済
の
活
性
化
に
向
け
た
包
括
連
携
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
や
ネ
ット
ワ
ー

ク
を
生
か
し
な
が
ら
連
携
し
、地
域
産
業
の
振
興
や
中
小
企

業
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
で
、地
域
経
済
の
さ
ら
な
る
活
性

化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、今
回
の
連
携
を
通
じ
て
地
域
事
業
者
へ
の
支

援
を
よ
り
一
層
充
実
さ
せ
、活
力
あ
る
地
域
経
済
の
実
現
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　
2月
22日（

日
）、プ

ロ
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム

「
JA
ぎ
ふ
リ
オ
レ
ー
ナ
」の
試
合
で
笠
松
町
ホ
ー

ム
タ
ウ
ン
デ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。笠
松
町
か
ら

は
町
内
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
に
所
属
す
る
29

人
の
子
ど
も
た
ち
が
エ
ス
コ
ー
ト
キ
ッ
ズ
と
し
て
参

加
し
、選
手
入
場
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
た
包
括
連
携
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

JA
ぎ
ふ
リ
オ
レ
ー
ナ

笠
松
町
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
デ
ー
が

開
催
さ
れ
ま
し
た

各
種
証
明
書
の
取
得
は
、

（
住
民
票・印

鑑・税
）

が
便
利
で
す！

コ
ン
ビ
ニ
交
付

コ
ン
ビ
ニ
交
付

コ
ン
ビ
ニ
交
付

HPは
こ
ち
ら

公
式
ＬＩＮＥ

［
外
構
工
事・断

熱
窓・玄

関
工
事
の
専
門
店
］

～
外
構
工
事
も
合
わ
せ
て
ご
提
案
で
き
ま
す
～

［
外
構
工
事・断

熱
窓・玄

関
工
事
の
専
門
店
］

～
外
構
工
事
も
合
わ
せ
て
ご
提
案
で
き
ま
す
～

令
和
8年
4月
号

第
1187号

22

C
M

Y
K

C
M

Y
K



　4月12日（日）「笠松本まつり」では、笠松地域みこしの奉祝と大名行列お奴の奉芸が八幡神社と産
霊神社で行われます。
　神社周辺での事故防止対策として車両進入禁止の交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。

　4月12日（日）「笠松本まつり」では、笠松地域みこしの奉祝と大名行列お奴の奉芸が八幡神社と産
霊神社で行われます。
　神社周辺での事故防止対策として車両進入禁止の交通規制を行いますので、ご協力をお願いします。

笠松本まつり開催にともなう交通規制のお知らせ

c総務課　☎388‐1111c総務課　☎388‐1111

問問かさまつまちづくりイベント実行委員会（企画DX課未来創造かさまつまちづくりイベント実行委員会（企画DX課未来創造室室内） ☎388‐1127内） ☎388‐1127問かさまつまちづくりイベント実行委員会（企画DX課未来創造室内） ☎388‐1127

12日
（規制時間）午前11時～午後4時
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　道路に面したブロック塀を除去する場合などにその費用を助成します。
住宅や事業所の敷地内に設置されたブロック塀など、道路に面
した部分を65cm以下の高さまで除去すること。
※施工開始前に申請してください。
延長1m当たり2,340円（限度額100,000円）

ブロック塀の除去等の助成

c総務課　☎388‐1111

防災士資格取得の助成
　地域防災力の向上のために活動し、町の防災事業に貢献する人材
を育成することを目的に、防災士の資格取得にかかる費用の一部を助
成します。

①と②を満たす方
①笠松町に住民登録があり、町税などに未納がない方
②防災士研修センターなどが実施する講座を受講する方
　※講座受講前に申請してください。
講座受講料・防災士資格取得試験受験料・防災士資格
認証登録料の1/2（限度額30,000円）

地域の防災訓練で
講習を実施

笠松には、さまざまな活動を行い
活躍している防災士がいます

町の制度を活用して備えよう！町の制度を活用して備えよう！

条件

助成額

対象者

助成額

令和8年4月号
第1187号4 令和8年4月号

第1187号 5

C M Y K C M Y K



　道路に面したブロック塀を除去する場合などにその費用を助成します。
住宅や事業所の敷地内に設置されたブロック塀など、道路に面
した部分を65cm以下の高さまで除去すること。
※施工開始前に申請してください。
延長1m当たり2,340円（限度額100,000円）

ブロック塀の除去等の助成

c総務課　☎388‐1111

防災士資格取得の助成
　地域防災力の向上のために活動し、町の防災事業に貢献する人材
を育成することを目的に、防災士の資格取得にかかる費用の一部を助
成します。

①と②を満たす方
①笠松町に住民登録があり、町税などに未納がない方
②防災士研修センターなどが実施する講座を受講する方
　※講座受講前に申請してください。
講座受講料・防災士資格取得試験受験料・防災士資格
認証登録料の1/2（限度額30,000円）

地域の防災訓練で
講習を実施

笠松には、さまざまな活動を行い
活躍している防災士がいます

町の制度を活用して備えよう！町の制度を活用して備えよう！

条件

助成額

対象者

助成額

令和8年4月号
第1187号4 令和8年4月号

第1187号 5

C M Y K C M Y K



　令和8年度は、「さらなる自治体DXの推進」「まちの魅力発掘とPR」「こども施策の充実」「ずっと住
みたい安心のまちづくり」に取り組みます。特にDX分野においては、住民サービスの向上をいくつも
“形”にして皆さんにお届けするほか、職員の働き方改革も含め、業務の在り方も見直して参ります。
　先行き不透明な情勢の中でありますが、幅広い視点とビジョンを持って、笠松町の独自性やポテン
シャルを示し、町民の皆さんが住んでよかったと思える、誇りの持てるまちづくりを推進します。

～清流木曽川に抱かれた
『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市実現のために～

令和8年度予算のあらまし

～清流木曽川に抱かれた
『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市実現のために～

令和8年度予算のあらまし

▲令和8年度予算の
詳細

BPRによる窓口改革を推進　1,859万円
　役場の窓口レイアウトを大幅リニューアルします。新しい窓口では見やすい案内
表示や座って手続きができるカウンターのほか、発券機を導入し、一体的な案内が
できるようになるとともに、インターネット上で窓口混雑情報が見られるなど、大き
く利便性が向上します。

公金支払い手続きの効率化　1,188万円
　町税や水道料金などの納付について、口座振替登録がWeb上でできるように
なる「Web口座振替受付サービス」を導入し、スマホやPCからいつでもどこでも手
続き可能になります。
　また、庁舎に「セルフ公金収納機」を設置し、役場窓口ではセルフレジの感覚で簡
単に町税などの支払いを行うことができます。

公共施設予約システムの改修　943万円
　体育施設などの公共施設予約システムについて、オンライン決済が可能なもの
に刷新し、導入後は料金支払いのために窓口へ訪れる必要がなくなります。
　また、既に導入済みのスマートロックと連携することで、施設の鍵も窓口でなく
現地で受け渡しできるので、施設を利用するときの利便性が大きく向上します。

DXをCIO補佐官の力で強力に推進　1,060万円
　町のDX推進を担うCIO（最高情報責任者）を専門的知見から補佐するCIO補佐
官を、前年度に引き続き外部から2名登用します。
　令和8年度はLINEを活用したオンライン申請窓口をさらに拡大させていくほ
か、AI分野において町独自の行政手続きなどを学習させた「行政版AIチャットボッ
ト」を開発し、24時間お問い合わせ対応が可能なオンライン窓口を開設すること
で、きめ細かなサービスの提供を実現して参ります。

予算総額

6億9,900万円増（＋8.26%）
※特別会計、企業会計の予算総額は、町ホームページをご覧ください。

1.DXで窓口改革！役場の手続きがもっと便利に！

ふらっと笠松の拡大整備　3,040万円
　名鉄笠松駅構内にある「ふらっと笠松」は、バスの待合や名産品の販売、行政情
報の発信を行う施設として展開していますが、隣接する空き店舗を活用し、ギャラ
リースペースの拡充、コインロッカーやサイネージの設置などを行い、アニメとの
コラボ事業などによって増えた海外からのお客様もおもてなしできる、充実した観
光拠点として生まれ変わります。

笠松町の魅力を創出し、プロモーション　1,539万円
　大好評を博しているアニメーションコラボ事業などをきっかけに、町の認知度が
急上昇中。もっと町の魅力を知ってもらい、ファンになってもらうため、令和8年度も
新たなコラボ企画の実施や動画コンテンツでのデジタルPR配信などを続々企画中
です。
　また、映像作品を活用した地域振興やさらなるファンの獲得に向け、ロケツーリズ
ム協議会などでアピールし、町でのロケ誘致を促進します。

2.まちの魅力を次々発掘！ 住んでよかった、来てよかった笠松町！

学校給食費の負担を軽減　2,097万円（町で負担する額）
　物価高騰に伴い、学校給食で使用する食材についても値上がりが生じています
が、食材の値上げ分に対する費用の負担に加え、子どものいる家庭への支援策と
して国の交付金を活用して保護者負担額を減らし、栄養のバランスや量を保った
おいしい給食を引き続き安価で提供できるよう努めます。

小学校校舎改修工事　8,738万円
　快適な学校生活環境の維持と学校施設の長寿命化のため、令和8年度は、老朽
化が進んでいる松枝小学校のトイレについて、2年間をかけて、和式の洋式化、湿
式から乾式への改修工事を実施します。
　また、笠松小学校でも、講堂トイレの一部改修工事や、同校で令和9年度実施予
定の屋上等防水工事に向け、設計業務を実施します。

3.こどもたちの未来と笑顔を守ります！

雨水の浸水被害対策を推進　3,446万円
　近年の豪雨により冠水した地域の周辺11箇所に土のうステーションを増設しま
す。これにより、集中豪雨のときなど、お住まいの地域でいち早く浸水対策を行う
ことができるようになります。
　また、併せて雨水の浸水リスクの把握と対策強化のため、雨水管理総合計画の
策定と、雨水ハザードマップの作成を行います。

次期ごみ処理施設稼働に伴う関連経費　4億3,485万円
　岐阜羽島衛生施設組合が整備を進めている次期ごみ処理施設の令和9年4月施
設稼働開始に備え、ごみ出しルールの変更点などを反映した新しい「家庭ごみハン
ドブック」を作成し、全戸配布を実施して皆さんにお届けします。
　また、稼働間近となった新施設の建設費などを、組合の構成市町である岐阜市、
羽島市、岐南町と笠松町で按分して負担します。

4.これからもずっと住みたい！安心のまちを実現します！

一般会計 対前年度比較

91億6,500万円

主要事業
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DXをCIO補佐官の力で強力に推進　1,060万円
　町のDX推進を担うCIO（最高情報責任者）を専門的知見から補佐するCIO補佐
官を、前年度に引き続き外部から2名登用します。
　令和8年度はLINEを活用したオンライン申請窓口をさらに拡大させていくほ
か、AI分野において町独自の行政手続きなどを学習させた「行政版AIチャットボッ
ト」を開発し、24時間お問い合わせ対応が可能なオンライン窓口を開設すること
で、きめ細かなサービスの提供を実現して参ります。

予算総額

6億9,900万円増（＋8.26%）
※特別会計、企業会計の予算総額は、町ホームページをご覧ください。

1.DXで窓口改革！役場の手続きがもっと便利に！

ふらっと笠松の拡大整備　3,040万円
　名鉄笠松駅構内にある「ふらっと笠松」は、バスの待合や名産品の販売、行政情
報の発信を行う施設として展開していますが、隣接する空き店舗を活用し、ギャラ
リースペースの拡充、コインロッカーやサイネージの設置などを行い、アニメとの
コラボ事業などによって増えた海外からのお客様もおもてなしできる、充実した観
光拠点として生まれ変わります。

笠松町の魅力を創出し、プロモーション　1,539万円
　大好評を博しているアニメーションコラボ事業などをきっかけに、町の認知度が
急上昇中。もっと町の魅力を知ってもらい、ファンになってもらうため、令和8年度も
新たなコラボ企画の実施や動画コンテンツでのデジタルPR配信などを続々企画中
です。
　また、映像作品を活用した地域振興やさらなるファンの獲得に向け、ロケツーリズ
ム協議会などでアピールし、町でのロケ誘致を促進します。

2.まちの魅力を次々発掘！ 住んでよかった、来てよかった笠松町！

学校給食費の負担を軽減　2,097万円（町で負担する額）
　物価高騰に伴い、学校給食で使用する食材についても値上がりが生じています
が、食材の値上げ分に対する費用の負担に加え、子どものいる家庭への支援策と
して国の交付金を活用して保護者負担額を減らし、栄養のバランスや量を保った
おいしい給食を引き続き安価で提供できるよう努めます。

小学校校舎改修工事　8,738万円
　快適な学校生活環境の維持と学校施設の長寿命化のため、令和8年度は、老朽
化が進んでいる松枝小学校のトイレについて、2年間をかけて、和式の洋式化、湿
式から乾式への改修工事を実施します。
　また、笠松小学校でも、講堂トイレの一部改修工事や、同校で令和9年度実施予
定の屋上等防水工事に向け、設計業務を実施します。

3.こどもたちの未来と笑顔を守ります！

雨水の浸水被害対策を推進　3,446万円
　近年の豪雨により冠水した地域の周辺11箇所に土のうステーションを増設しま
す。これにより、集中豪雨のときなど、お住まいの地域でいち早く浸水対策を行う
ことができるようになります。
　また、併せて雨水の浸水リスクの把握と対策強化のため、雨水管理総合計画の
策定と、雨水ハザードマップの作成を行います。

次期ごみ処理施設稼働に伴う関連経費　4億3,485万円
　岐阜羽島衛生施設組合が整備を進めている次期ごみ処理施設の令和9年4月施
設稼働開始に備え、ごみ出しルールの変更点などを反映した新しい「家庭ごみハン
ドブック」を作成し、全戸配布を実施して皆さんにお届けします。
　また、稼働間近となった新施設の建設費などを、組合の構成市町である岐阜市、
羽島市、岐南町と笠松町で按分して負担します。

4.これからもずっと住みたい！安心のまちを実現します！

一般会計 対前年度比較

91億6,500万円

主要事業

令和8年4月号
第1187号6 令和8年4月号

第1187号 7

C K C K



3

4

5

6

7

8

1

科学 はじめてのスマホ 吉田 いづみ 10人 10回
笠松中央交流センター　視聴覚室 スマホの取り扱い、電源のON・OFFや電話のかけ方など初歩の段階から、メールや

ラインの使い方、スマホ決済まで要望を聞きながら、ゆっくり進めて行きます。

スマートフォン、筆記用具　／　期間中　500円

2

健康
総合交流センター　ホール 全身の筋肉を効率良く使う簡単な体操を行います。姿勢のゆがみから起こる痛み・コ

リの軽減や身体のセルフケアを学びます。日常動作も美しく、芯のある、しなやかな身
体を保ちましょう。

ハンドタオル（30㎝×80㎝程度のものを運動中に使用します。）、飲み物、室内シュー
ズ、エクササイズボール（お持ちの方）　／　なし

講師名 定員人数 延べ回数分野 講座名

場所

曜日・時間

日程

講座の内容

持ち物　／　材料費

講
座
№

講師名 定員人数 延べ回数分野 講座名

場所

曜日・時間

日程

講座の内容

持ち物　／　材料費

講
座
№

月曜日　13：30～15：00

6月1日・8日・15日・22日・29日
7月6日・13日・27日
8月3日・10日

ボディケアスクール～背筋をキリっと！～ 山川 華代 30人 10回

水曜日　9：30～10：45

6月3日・17日
7月1日・15日・29日
8月19日

9月2日・16日
10月7日・21日

文化
下羽栗会館　学習室1 美しいガラスで小物や窓枠パネル、本格的なランプ等を制作できます。最初はミニパ

ネルの制作をします。

なし　／　期間中　6,000円程度

ステンドグラス制作 野垣 幸美 20人 10回

木曜日　13：30～15：30

6月4日・18日
7月2日・16日
8月6日・20日

9月3日・17日
10月1日・15日

金曜日　13：30～15：30

6月5日・12日・19日
7月3日・17日・31日
8月21日

9月4日・25日
10月23日

文化
笠松中央交流センター　集会室 小原流の造形は、「造形いけばな」という表現区分で位置付けられています。植物素

材にこだわらず自由な発想で、季節のオブジェを作ります。

なし　／　1回あたり　450円

小原流の造形教室 冨田 葉子 15人 10回

科学
笠松中央交流センター　視聴覚室 今はデジタルです。その基礎はパソコンです。この講座は、ワードで案内状など文章

作成を、エクセルで住所録や初歩の関数を扱います。また同時にインターネットも楽
しみます。

筆記用具、USBメモリ　／　期間中　800円

楽しいパソコン（ワード・エクセル） 加藤 司郎 15人 10回

金曜日　13：30～15：30

6月12日・19日・26日
7月3日・10日・17日・24日・31日
8月21日・28日

土曜日　9：00～10：00

6月6日・20日
7月4日・11日・18日・25日
8月1日・22日・29日　9月5日

健康
笠松中央交流センター　大ホール ステップ運動は、階段昇降ができれば誰でも挑戦できます。音楽に合わせて腕と脚を

動かすので脳トレにもなります。楽しみながら、つまずかない身体づくりをしましょう。

動きやすい服装、タオル、室内用シューズ、飲み物　／　なし

リズムにのってステップ運動 藤田 三恵 12人 10回

健康
松枝交流センター　集会室1の1、1の2 太極拳は武術の型を基にした健康法です。ゆったりと穏やかな動きで気の流れを調

えて健やかな心と体を養うもので、体力に応じて誰にも無理なく取り組めます。

軽い運動ができる服装・室内用シューズ・飲み物　／　なし

太極拳（24式） 水谷 和郎 20人 10回

土曜日　9：30～11：30

6月13日・27日
7月11日・25日
8月8日・22日

9月12日・26日
10月10日・24日

文化
松枝交流センター　会議室2の1、2の2 新年度に入りました。何か新しい事を始めませんか？暖かくなり、身体を動かし音を聞

き口を使い楽しい事をやりましょう。なつかしい曲に合わせ、盆踊り民踊を楽しみま
しょう。

筆記用具、タオル、飲み物、運動ができる服装　／　なし

楽しいおどり 田邊 裕子 30人 10回

土曜日　10：00～11：30

6月13日・20日
7月11日・18日
8月8日・22日

9月12日・19日
10月10日・17日

　生涯学習講座は、「趣味を見つけ、自ら学び、人間関係をつくり」豊かな生活
を送っていただくことを目的とした、きっかけづくりの講座です。どの講座も、初
心者の方が対象です！その後はサークル等で活動いただいています。

町内在住・在勤・在学の方
2,000円（講座により別途材料費等がかかります）

4月21日（火）午後5時15分まで
〈1〉右のQRコードから申込み

（1講座ごと申込みしてください）
〈2〉窓口申込　※通常ハガキに下記事項を明記のうえ、

笠松中央交流センター窓口へ直接申込みください。
（1）宛名面に申込される方の郵便番号、ご住所、お名前を明記
（2）通信面の上半分に受講される方についての内容を明記してください。
①希望講座番号と講座名（複数講座申込可）　②ご住所
③氏名　④年齢　⑤連絡先
※ご住所が笠松町以外の方は、⑥勤務先名、⑦勤務先住所を必ずご記入ください。
※電話・FAX・郵便でのお申し込みはできません。
※一人1枚の通常ハガキにて応募ください。複数名での申込は無効となります。

〈1〉で申込された方は、申込時に記載したメールへ5月中旬にご連絡
〈2〉で申込された方は、通常はがきにて5月中旬にご連絡

【当選通知が届いた方へ】
※受講料・材料費は第1回の開講時にてお支払いください。
※第1回目を欠席される場合は、受講料を次回の講座の前までに、
　各申込先へお支払いください。
※受講辞退による返金は行いません。
e笠松中央交流センター ☎388‐3231

松枝交流センター ☎387‐0156
総合交流センター ☎387‐8432

（1）

（2）

笠松町○○番地の△

笠松太郎 様

①希望講座番号と講座名
　（複数講座申込可）
②ご住所③氏名④年齢
⑤連絡先
ご住所が笠松町以外の方
⑥勤務先名⑦勤務先住所

結果記載用スペースとし
て、下半分くらいを空けて
おいてください。

令和8年度【前期】笠松町生涯学習講座 大人だってチャレンジしたい

▲申込みはこちら

対象
受講料
申込期限
申込方法

結果

令和8年4月号
第1187号8 令和8年4月号

第1187号 9

C K C K



3

4

5

6

7

8

1

科学 はじめてのスマホ 吉田 いづみ 10人 10回
笠松中央交流センター　視聴覚室 スマホの取り扱い、電源のON・OFFや電話のかけ方など初歩の段階から、メールや

ラインの使い方、スマホ決済まで要望を聞きながら、ゆっくり進めて行きます。

スマートフォン、筆記用具　／　期間中　500円

2

健康
総合交流センター　ホール 全身の筋肉を効率良く使う簡単な体操を行います。姿勢のゆがみから起こる痛み・コ

リの軽減や身体のセルフケアを学びます。日常動作も美しく、芯のある、しなやかな身
体を保ちましょう。

ハンドタオル（30㎝×80㎝程度のものを運動中に使用します。）、飲み物、室内シュー
ズ、エクササイズボール（お持ちの方）　／　なし

講師名 定員人数 延べ回数分野 講座名

場所

曜日・時間

日程

講座の内容

持ち物　／　材料費

講
座
№

講師名 定員人数 延べ回数分野 講座名

場所

曜日・時間

日程

講座の内容

持ち物　／　材料費

講
座
№

月曜日　13：30～15：00

6月1日・8日・15日・22日・29日
7月6日・13日・27日
8月3日・10日

ボディケアスクール～背筋をキリっと！～ 山川 華代 30人 10回

水曜日　9：30～10：45

6月3日・17日
7月1日・15日・29日
8月19日

9月2日・16日
10月7日・21日

文化
下羽栗会館　学習室1 美しいガラスで小物や窓枠パネル、本格的なランプ等を制作できます。最初はミニパ

ネルの制作をします。

なし　／　期間中　6,000円程度

ステンドグラス制作 野垣 幸美 20人 10回

木曜日　13：30～15：30

6月4日・18日
7月2日・16日
8月6日・20日

9月3日・17日
10月1日・15日

金曜日　13：30～15：30

6月5日・12日・19日
7月3日・17日・31日
8月21日

9月4日・25日
10月23日

文化
笠松中央交流センター　集会室 小原流の造形は、「造形いけばな」という表現区分で位置付けられています。植物素

材にこだわらず自由な発想で、季節のオブジェを作ります。

なし　／　1回あたり　450円

小原流の造形教室 冨田 葉子 15人 10回

科学
笠松中央交流センター　視聴覚室 今はデジタルです。その基礎はパソコンです。この講座は、ワードで案内状など文章

作成を、エクセルで住所録や初歩の関数を扱います。また同時にインターネットも楽
しみます。

筆記用具、USBメモリ　／　期間中　800円

楽しいパソコン（ワード・エクセル） 加藤 司郎 15人 10回

金曜日　13：30～15：30

6月12日・19日・26日
7月3日・10日・17日・24日・31日
8月21日・28日

土曜日　9：00～10：00

6月6日・20日
7月4日・11日・18日・25日
8月1日・22日・29日　9月5日

健康
笠松中央交流センター　大ホール ステップ運動は、階段昇降ができれば誰でも挑戦できます。音楽に合わせて腕と脚を

動かすので脳トレにもなります。楽しみながら、つまずかない身体づくりをしましょう。

動きやすい服装、タオル、室内用シューズ、飲み物　／　なし

リズムにのってステップ運動 藤田 三恵 12人 10回

健康
松枝交流センター　集会室1の1、1の2 太極拳は武術の型を基にした健康法です。ゆったりと穏やかな動きで気の流れを調

えて健やかな心と体を養うもので、体力に応じて誰にも無理なく取り組めます。

軽い運動ができる服装・室内用シューズ・飲み物　／　なし

太極拳（24式） 水谷 和郎 20人 10回

土曜日　9：30～11：30

6月13日・27日
7月11日・25日
8月8日・22日

9月12日・26日
10月10日・24日

文化
松枝交流センター　会議室2の1、2の2 新年度に入りました。何か新しい事を始めませんか？暖かくなり、身体を動かし音を聞

き口を使い楽しい事をやりましょう。なつかしい曲に合わせ、盆踊り民踊を楽しみま
しょう。

筆記用具、タオル、飲み物、運動ができる服装　／　なし

楽しいおどり 田邊 裕子 30人 10回

土曜日　10：00～11：30

6月13日・20日
7月11日・18日
8月8日・22日

9月12日・19日
10月10日・17日

　生涯学習講座は、「趣味を見つけ、自ら学び、人間関係をつくり」豊かな生活
を送っていただくことを目的とした、きっかけづくりの講座です。どの講座も、初
心者の方が対象です！その後はサークル等で活動いただいています。

町内在住・在勤・在学の方
2,000円（講座により別途材料費等がかかります）

4月21日（火）午後5時15分まで
〈1〉右のQRコードから申込み

（1講座ごと申込みしてください）
〈2〉窓口申込　※通常ハガキに下記事項を明記のうえ、

笠松中央交流センター窓口へ直接申込みください。
（1）宛名面に申込される方の郵便番号、ご住所、お名前を明記
（2）通信面の上半分に受講される方についての内容を明記してください。
①希望講座番号と講座名（複数講座申込可）　②ご住所
③氏名　④年齢　⑤連絡先
※ご住所が笠松町以外の方は、⑥勤務先名、⑦勤務先住所を必ずご記入ください。
※電話・FAX・郵便でのお申し込みはできません。
※一人1枚の通常ハガキにて応募ください。複数名での申込は無効となります。

〈1〉で申込された方は、申込時に記載したメールへ5月中旬にご連絡
〈2〉で申込された方は、通常はがきにて5月中旬にご連絡

【当選通知が届いた方へ】
※受講料・材料費は第1回の開講時にてお支払いください。
※第1回目を欠席される場合は、受講料を次回の講座の前までに、
　各申込先へお支払いください。
※受講辞退による返金は行いません。
e笠松中央交流センター ☎388‐3231

松枝交流センター ☎387‐0156
総合交流センター ☎387‐8432

（1）

（2）

笠松町○○番地の△

笠松太郎 様

①希望講座番号と講座名
　（複数講座申込可）
②ご住所③氏名④年齢
⑤連絡先
ご住所が笠松町以外の方
⑥勤務先名⑦勤務先住所

結果記載用スペースとし
て、下半分くらいを空けて
おいてください。

令和8年度【前期】笠松町生涯学習講座 大人だってチャレンジしたい

▲申込みはこちら

対象
受講料
申込期限
申込方法

結果

令和8年4月号
第1187号8 令和8年4月号

第1187号 9

C K C K



令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
　令和8年度から開始する「子ども・子育て支援金制度」は、全世代の皆様から支援金を拠出いただ
き、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援す
る仕組みです。子育て世帯への経済的支援を拡充するため、令和8年4月から皆さんが加入している
医療保険料（税）（社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など）とあわせて「子ども・子育て
支援金」を拠出いただきます。※実際に徴収を開始する時期や支援金額は、加入する医療保険制度
や所得に応じて異なります。

詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

協働型町民活動促進事業
補助金の活用について
　住民協働のまちづくりを推進するため、町内
にある各種団体が実施する公益性のある活動
の費用に対し、町から団体への補助金交付制
度を設けています。

町内に活動拠点、事務所等を有する5人以上の
団体（構成員の過半数以上が町民の団体）

・事業で必要となる消耗品費や備品購入費等
（※事業費から会費等の特定財源を引いた
上で最大10分の10の金額を補助）
・団体運営費3万円（最長3年）
・町施設の使用料（この補助金の対象となる
事業の実施に必要なもののみ無料）
　これら以外の交付条件や活用事例について、
詳しくは町HPをご覧いただくか、下記
までお問い合わせください。
c企画DX課　☎388‐1113

固定資産価格が縦覧できます
　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土地や家屋の評価額を周辺の土地・家屋と比較し、価格
の適正さを「土地・家屋価格等縦覧帳簿」で確認することができます。

4月1日（水）～30日（木）（土日・祝日を除く）　　時間　午前8時30分～午後5時15分
役場1階　税務課
・固定資産税（土地・家屋）の納税者　・納税者の同居の親族　・納税者の代理人
・本人または本人と同居の親族であることが証明できるもの（納税通知書、課税明細書、
運転免許証など）
・委任状（代理人の場合）

※個人情報（所有者、課税標準額、税額）は縦覧の対象ではありません。
※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請をする必要があります。
※縦覧期間以外は「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の公開は一切できません。
c税務課　☎388‐1112

令和8年経済センサス‐活動調査に
ご協力ください
　総務省・経済産業省では、令和8年6月1日現
在で「令和8年経済センサス－活動調査」を実
施します。
　この調査は、全産業分野の事業所・企業の経
済活動の実態を把握するための調査です。
　4月から、国から調査対象事業所へオンライン
回答に必要な調査書類が郵送されますので、調
査にご協力をお願いします。
c企画DX課　☎388‐1113

令和8年度における夜間飛行訓練
　岐阜基地では下記のとおり夜間飛行訓練を
実施します。航空機騒音によりご迷惑をおかけ
しますが、ご了承ください。

毎週火曜日（予備：水曜日及び木曜日）
午後5時～午後8時

c航空自衛隊岐阜基地渉外室
　☎382‐1101（内線2271）

詳しくは　
こちら蜷

対象団体

補助金の対象経費等

期間
場所
対象
持ち物

実施日
時間帯

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年4月号
第1187号10 令和8年4月号

第1187号 11

C K C K



令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
　令和8年度から開始する「子ども・子育て支援金制度」は、全世代の皆様から支援金を拠出いただ
き、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援す
る仕組みです。子育て世帯への経済的支援を拡充するため、令和8年4月から皆さんが加入している
医療保険料（税）（社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など）とあわせて「子ども・子育て
支援金」を拠出いただきます。※実際に徴収を開始する時期や支援金額は、加入する医療保険制度
や所得に応じて異なります。

詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

協働型町民活動促進事業
補助金の活用について
　住民協働のまちづくりを推進するため、町内
にある各種団体が実施する公益性のある活動
の費用に対し、町から団体への補助金交付制
度を設けています。

町内に活動拠点、事務所等を有する5人以上の
団体（構成員の過半数以上が町民の団体）

・事業で必要となる消耗品費や備品購入費等
（※事業費から会費等の特定財源を引いた
上で最大10分の10の金額を補助）
・団体運営費3万円（最長3年）
・町施設の使用料（この補助金の対象となる
事業の実施に必要なもののみ無料）
　これら以外の交付条件や活用事例について、
詳しくは町HPをご覧いただくか、下記
までお問い合わせください。
c企画DX課　☎388‐1113

固定資産価格が縦覧できます
　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土地や家屋の評価額を周辺の土地・家屋と比較し、価格
の適正さを「土地・家屋価格等縦覧帳簿」で確認することができます。

4月1日（水）～30日（木）（土日・祝日を除く）　　時間　午前8時30分～午後5時15分
役場1階　税務課
・固定資産税（土地・家屋）の納税者　・納税者の同居の親族　・納税者の代理人
・本人または本人と同居の親族であることが証明できるもの（納税通知書、課税明細書、
運転免許証など）
・委任状（代理人の場合）

※個人情報（所有者、課税標準額、税額）は縦覧の対象ではありません。
※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請をする必要があります。
※縦覧期間以外は「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の公開は一切できません。
c税務課　☎388‐1112

令和8年経済センサス‐活動調査に
ご協力ください
　総務省・経済産業省では、令和8年6月1日現
在で「令和8年経済センサス－活動調査」を実
施します。
　この調査は、全産業分野の事業所・企業の経
済活動の実態を把握するための調査です。
　4月から、国から調査対象事業所へオンライン
回答に必要な調査書類が郵送されますので、調
査にご協力をお願いします。
c企画DX課　☎388‐1113

令和8年度における夜間飛行訓練
　岐阜基地では下記のとおり夜間飛行訓練を
実施します。航空機騒音によりご迷惑をおかけ
しますが、ご了承ください。

毎週火曜日（予備：水曜日及び木曜日）
午後5時～午後8時

c航空自衛隊岐阜基地渉外室
　☎382‐1101（内線2271）

詳しくは　
こちら蜷

対象団体

補助金の対象経費等

期間
場所
対象
持ち物

実施日
時間帯

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年4月号
第1187号10 令和8年4月号

第1187号 11

C K C K



交通遺児激励金
　笠松町にお住まいで交通事故
により親等を亡くされた高校生ま
で（20歳未満）の方に、健やかに
たくましく成長され、勉学に励ま
れるよう「こどもの日」を基準とし
て年1回、激励金を支給していま
す。対象となられる交通遺児の
保護者の方はご連絡ください。

お1人当たり
小学生まで10,000円
中学生15,000円
高校生20,000円

c教育文化課　☎388‐3231

歯のなんでも電話相談
　岐阜県保険医協会では、4月18日（よい歯）に
ちなみ、毎年4月に電話相談を実施しています。
協会の歯科医師が、歯や口の悩みの相談に応
じます。

4月12日（日）　午前10時～午後3時
無料

D岐阜県保険医協会　☎267‐0711

笠松町 文化芸術・スポーツ
振興激励金交付
　笠松町では、文化芸術やスポ
ーツ活動を支援するため、全国
大会等に出場する町民や団体に
激励金を交付しています。対象
となるのは、町内に住所、在学、
勤務している個人や団体、また
は本町出身で1年以上居住して
いる出場者です。
　申請書はホームページからダ
ウンロードできます。
c教育文化課　☎388‐3231

マイナンバーカードの
2つの有効期限が
みなさんのカードの安
全を守ります

ひとり親の方へ　就業支援講習会
　岐阜県内にお住まいのひとり親家庭の方を対象に、就業支
援講習会受講者を募集します。

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修など
（詳しくは下記までお問い合わせください。）

講座により異なります。
県内にお住まいのひとり親の方
無料

（テキスト代、検定料などは、
自己負担になります。）
岐阜地域福祉事務所へ申込み
4月3日（金）～21日（火）

c岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　☎268‐2569
　月～土曜日 午前9時～午後5時（祝・祭日を除く）
　メール　shien-gifu@sunny.ocn.ne.jp

草刈りボランティア募集
　町のグラウンドなどの体育施
設の草刈りボランティアを募集し
ます。ボランティア活動の際には、
草刈機などの貸出しも行います
ので、ご活用ください。

申請書（笠松中央交流センター
で配布）を提出
※成人を代表とする団体として

申請してください。

肩かけ草刈機、エンジン式芝刈
機、手動芝刈機など
e教育文化課　

☎388‐3231

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

4月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

2日（木）・3日（金）
14日（火）・15日（水）・16日（木）・17日（金）
28日（火）・29日（水祝）・30日（木）

詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

2日（木） 第3回  笠松プリンシパルカップ（P）
29日（水祝） 第8回 飛山濃水杯（SPⅠ）
29日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！29日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

春の全国交通安全運動
4月6日（月）～15日（水）

4月10日（金）は、
交通事故死ゼロを
目指す日です

デジタル庁
YouTube

チャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

羽島郡スポーツ大会出場者募集
5月10日（日）　午前9時～
※雨天延期：屋外種目は16日（土）以降／グラウンド・ゴルフのみ11日（月）

笠松町多目的運動場B（人工芝）　※雨天時：岐南町スポーツセンター
○羽島郡スポーツ協会加盟団体種目（要チーム登録）
　バレーボール、軟式野球、ソフトボール、テニス、ソフトテニス、ハンドボール
○個人参加可能種目　グラウンド・ゴルフ

羽島郡在住・在勤の方・羽島郡スポーツ協会加盟団体にスポーツ籍がある方
4月22日（水）必着
チーム登録先の各種目の主管団体に連絡後、羽島郡スポーツ協会事務局または笠松中

央交流センターに申込書を提出
※チーム未登録などで、新たに参加を希望する方はお問い合わせください。

　10月12日（月・祝）開催「羽島郡スポレク祭」と12月6日（日）開催「羽島郡駅
伝競走大会」の協賛を募集します。詳しくは事務局までお問い合わせください。
c羽島郡スポーツ協会事務局（羽島郡二町教育委員会内）　☎245‐1133

☆協賛募集☆

▲詳しくはこちら
支給額

日時
相談料

募集講座

場所
応募資格
受講料金

申込方法
申込期限

申込方法

貸出機器

日時

開会式場所
種目

参加資格
申込期限
申込方法

募　　　集

相　　　談

Information Box 町からのお知らせ

令和8年4月号
第1187号12 令和8年4月号

第1187号 13

C K C K



交通遺児激励金
　笠松町にお住まいで交通事故
により親等を亡くされた高校生ま
で（20歳未満）の方に、健やかに
たくましく成長され、勉学に励ま
れるよう「こどもの日」を基準とし
て年1回、激励金を支給していま
す。対象となられる交通遺児の
保護者の方はご連絡ください。

お1人当たり
小学生まで10,000円
中学生15,000円
高校生20,000円

c教育文化課　☎388‐3231

歯のなんでも電話相談
　岐阜県保険医協会では、4月18日（よい歯）に
ちなみ、毎年4月に電話相談を実施しています。
協会の歯科医師が、歯や口の悩みの相談に応
じます。

4月12日（日）　午前10時～午後3時
無料

D岐阜県保険医協会　☎267‐0711

笠松町 文化芸術・スポーツ
振興激励金交付
　笠松町では、文化芸術やスポ
ーツ活動を支援するため、全国
大会等に出場する町民や団体に
激励金を交付しています。対象
となるのは、町内に住所、在学、
勤務している個人や団体、また
は本町出身で1年以上居住して
いる出場者です。
　申請書はホームページからダ
ウンロードできます。
c教育文化課　☎388‐3231

マイナンバーカードの
2つの有効期限が
みなさんのカードの安
全を守ります

ひとり親の方へ　就業支援講習会
　岐阜県内にお住まいのひとり親家庭の方を対象に、就業支
援講習会受講者を募集します。

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修など
（詳しくは下記までお問い合わせください。）

講座により異なります。
県内にお住まいのひとり親の方
無料

（テキスト代、検定料などは、
自己負担になります。）
岐阜地域福祉事務所へ申込み
4月3日（金）～21日（火）

c岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　☎268‐2569
　月～土曜日 午前9時～午後5時（祝・祭日を除く）
　メール　shien-gifu@sunny.ocn.ne.jp

草刈りボランティア募集
　町のグラウンドなどの体育施
設の草刈りボランティアを募集し
ます。ボランティア活動の際には、
草刈機などの貸出しも行います
ので、ご活用ください。

申請書（笠松中央交流センター
で配布）を提出
※成人を代表とする団体として

申請してください。

肩かけ草刈機、エンジン式芝刈
機、手動芝刈機など
e教育文化課　

☎388‐3231

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

4月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

2日（木）・3日（金）
14日（火）・15日（水）・16日（木）・17日（金）
28日（火）・29日（水祝）・30日（木）

詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

2日（木） 第3回  笠松プリンシパルカップ（P）
29日（水祝） 第8回 飛山濃水杯（SPⅠ）
29日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！29日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

春の全国交通安全運動
4月6日（月）～15日（水）

4月10日（金）は、
交通事故死ゼロを
目指す日です

デジタル庁
YouTube

チャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

羽島郡スポーツ大会出場者募集
5月10日（日）　午前9時～
※雨天延期：屋外種目は16日（土）以降／グラウンド・ゴルフのみ11日（月）

笠松町多目的運動場B（人工芝）　※雨天時：岐南町スポーツセンター
○羽島郡スポーツ協会加盟団体種目（要チーム登録）
　バレーボール、軟式野球、ソフトボール、テニス、ソフトテニス、ハンドボール
○個人参加可能種目　グラウンド・ゴルフ

羽島郡在住・在勤の方・羽島郡スポーツ協会加盟団体にスポーツ籍がある方
4月22日（水）必着
チーム登録先の各種目の主管団体に連絡後、羽島郡スポーツ協会事務局または笠松中

央交流センターに申込書を提出
※チーム未登録などで、新たに参加を希望する方はお問い合わせください。

　10月12日（月・祝）開催「羽島郡スポレク祭」と12月6日（日）開催「羽島郡駅
伝競走大会」の協賛を募集します。詳しくは事務局までお問い合わせください。
c羽島郡スポーツ協会事務局（羽島郡二町教育委員会内）　☎245‐1133

☆協賛募集☆

▲詳しくはこちら
支給額

日時
相談料

募集講座

場所
応募資格
受講料金

申込方法
申込期限

申込方法

貸出機器

日時

開会式場所
種目

参加資格
申込期限
申込方法

募　　　集

相　　　談

Information Box 町からのお知らせ

令和8年4月号
第1187号12 令和8年4月号

第1187号 13

C K C K



広報紙の広告をご利用ください

・Information Box 下段：
 5,000円／号
　（3㎝×8㎝・2色刷り）
・裏表紙 下段： 8,000円／号
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー）
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。
c企画DX課　蕁388‐1113

お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

〇大栄食品株式会社
　社会福祉事業として 現金3,000,000円
〇株式会社光製作所
　光未来振興基金寄附金として
 現金2,000,000円
〇ジョイフルインターナショナル株式会社
　代表取締役　高田 大助氏
　笠松中学校生徒像などの改修費として
 現金1,200,000円

〇明治安田生命保険相互会社
　健康推進普及事業寄附金として
 現金300,000円
〇シーシーエヌ株式会社
　小学校新1年生用
　タブレットケース 165個

隣地から越境した竹木に関するルール
　民法233条が改正され、隣地の竹木などが境界を越えて伸びてきた時は条件により枝や根を切る
ことが出来るようになりました。

あき地の管理について
　あき地は、所有者（または管理者）が管理します。
　あき地に雑草や庭木が生い茂っていると不法投棄や害虫の発生、火災や発生等の恐れがあります。
　雑草は春頃から伸びはじめ、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長し、10月頃まで伸び続けます。雑草
の種類や成長に応じて除草をしましょう。ご自身で行えない場合は、業者などに依頼をしましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

野焼きはやめましょう
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼
き）することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた
収集日に出しましょう。
　例外になる焼却（農業のための焼却など）であっても、時間帯
や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周
辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願
いに伺う場合があります。

ペットの飼育はマナーを守って
犬の飼うときのマナー
　犬の放し飼いは法令で禁止されています。散歩をする時も、必ず
引き綱（リード）をつけましょう。また、ふん・尿などの後始末は飼い
主の責任です。散歩時にはふんを放置せず、必ず持ち帰りましょう。

野良猫にエサを与えないで
　野良猫に安易な気持ちでエサを与えると、野良猫が増え、庭木
を傷つけたり、ふん尿汚染の原因になることがあります。野良猫に
はエサを与えないでください。

地域猫活動のご紹介
　地域猫活動とは、地域の飼い主のいない猫をその地域の町内
会等で定めたルールに基づいて不妊・去勢手術の徹底・エサやり
やふん尿の処理・周辺の美化などを行い、適切に飼育管理するこ
とで猫の数を増やさず、一代限りの生を全うさせ、将来的には飼
い主がいない猫をなくしていくものです。
　地域猫活動支援事業として、岐阜県では不妊去勢手術の無料
実施や手術対象の猫を保護するための猫保護器の貸し出し等を
行っています。
　詳しくは、岐阜保健所にご相談ください。

c岐阜保健所　☎380‐3004　／　環境経済課　☎388‐1114

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

令和8年3月1日現在（前月比）
21,822
10,639
11,183
9,717

減
減
減
減

31
14
17
9

◆民法233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を

切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ること

ができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

⑴竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内
に切除しないとき。

⑵竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ること ができないとき。
⑶急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
　なお、町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、ご了承いただきますように
お願いいたします。詳しくはホームページをご覧ください。

笠松中学校生徒像蜷

回答方法

寄　附　・　寄　贈

お　願　い

ア　ン　ケ　ー　ト

Information Box 町からのお知らせ

令和8年4月号
第1187号14 令和8年4月号

第1187号 15

C K C K



広報紙の広告をご利用ください

・Information Box 下段：
 5,000円／号
　（3㎝×8㎝・2色刷り）
・裏表紙 下段： 8,000円／号
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー）
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。
c企画DX課　蕁388‐1113

お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

〇大栄食品株式会社
　社会福祉事業として 現金3,000,000円
〇株式会社光製作所
　光未来振興基金寄附金として
 現金2,000,000円
〇ジョイフルインターナショナル株式会社
　代表取締役　高田 大助氏
　笠松中学校生徒像などの改修費として
 現金1,200,000円

〇明治安田生命保険相互会社
　健康推進普及事業寄附金として
 現金300,000円
〇シーシーエヌ株式会社
　小学校新1年生用
　タブレットケース 165個

隣地から越境した竹木に関するルール
　民法233条が改正され、隣地の竹木などが境界を越えて伸びてきた時は条件により枝や根を切る
ことが出来るようになりました。

あき地の管理について
　あき地は、所有者（または管理者）が管理します。
　あき地に雑草や庭木が生い茂っていると不法投棄や害虫の発生、火災や発生等の恐れがあります。
　雑草は春頃から伸びはじめ、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長し、10月頃まで伸び続けます。雑草
の種類や成長に応じて除草をしましょう。ご自身で行えない場合は、業者などに依頼をしましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

野焼きはやめましょう
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼
き）することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた
収集日に出しましょう。
　例外になる焼却（農業のための焼却など）であっても、時間帯
や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周
辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願
いに伺う場合があります。

ペットの飼育はマナーを守って
犬の飼うときのマナー
　犬の放し飼いは法令で禁止されています。散歩をする時も、必ず
引き綱（リード）をつけましょう。また、ふん・尿などの後始末は飼い
主の責任です。散歩時にはふんを放置せず、必ず持ち帰りましょう。

野良猫にエサを与えないで
　野良猫に安易な気持ちでエサを与えると、野良猫が増え、庭木
を傷つけたり、ふん尿汚染の原因になることがあります。野良猫に
はエサを与えないでください。

地域猫活動のご紹介
　地域猫活動とは、地域の飼い主のいない猫をその地域の町内
会等で定めたルールに基づいて不妊・去勢手術の徹底・エサやり
やふん尿の処理・周辺の美化などを行い、適切に飼育管理するこ
とで猫の数を増やさず、一代限りの生を全うさせ、将来的には飼
い主がいない猫をなくしていくものです。
　地域猫活動支援事業として、岐阜県では不妊去勢手術の無料
実施や手術対象の猫を保護するための猫保護器の貸し出し等を
行っています。
　詳しくは、岐阜保健所にご相談ください。

c岐阜保健所　☎380‐3004　／　環境経済課　☎388‐1114

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

令和8年3月1日現在（前月比）
21,822
10,639
11,183
9,717

減
減
減
減

31
14
17
9

◆民法233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を

切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ること

ができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

⑴竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内
に切除しないとき。

⑵竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ること ができないとき。
⑶急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
　なお、町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、ご了承いただきますように
お願いいたします。詳しくはホームページをご覧ください。

笠松中学校生徒像蜷

回答方法

寄　附　・　寄　贈

お　願　い

ア　ン　ケ　ー　ト

Information Box 町からのお知らせ

令和8年4月号
第1187号14 令和8年4月号

第1187号 15

C K C K



5月のこども館「かさくら」行事5月のこども館「かさくら」行事
申込開始　4月1日（水）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

13日（水）
7日（木）
8日（金）
19日（火）
20日（水）
29日（金）

10：00～10：45

10：00～10：30

20組

各10組

各10人

10組

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう

子ども相談室

ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 2日（土） 13：00～15：00 4組 不要

　県天然記念物に指定されている樹齢300年以上の「竹鼻別院のフジ」。一本の木から広がる
藤棚には、薄紫色の花が咲き誇り、訪れる人を優雅な香りとともに包み込みます。ふじまつり期間
中は、茶席や飲食コーナー、藤のライトアップのほか、スタンプラリーや音楽演奏、子ども向けイ
ベントなど多彩な催しを実施。歴史ある寺院と藤の競演をぜひお楽しみください。

開催日時　4月17日（金）～29日（水・祝）
場所　竹鼻別院（羽島市竹鼻町2802）

c羽島市観光協会　☎322‐2303

24日（日） 10：00～10：45 6人

30日（土）

13日（水）

30日（土）

14：00～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

c環境経済課　☎388‐1114

※回収時間以外の持ち込みはできません。混雑状況により、お待ちいただくことがあります。

●回収日時・場所
毎週 木 曜日 毎週 金 曜日
9：00～12：00 9：00～12：00

松枝交流センター松枝交流センター松枝交流センター

不燃ごみの出し方
・町指定ごみ袋に入れ、口をしばり各町
内会で決められた名前や番地などを
書く。

・毎月1回、午前7時～8時の間に町内
会の決められた集積所へ出す。

町指定ごみ袋 透明

金属製品、ガラス製品、
陶器類、家電製品など

傘（日傘、雨傘）は
唯一の例外で
はみ出しOKです。

燃える素材の製品も
OKです。

令和8年4月から、各町内会（毎月1回）の収集日に加え
新たに「不燃ごみの回収日」を追加します！

▲動画はこちら▲羽島市観光協会
ホームページ

㈱高島衛生駐車場（円城寺25番地）
※緑ごみ回収と同じ場所です。

㈲内田商会（北及905番地）
※緑ごみ回収と同じ場所です。

（年末年始は除く） （年末年始は除く）
－羽島市－ 美濃竹鼻ふじまつり

Columnコラム

岐阜連携都市圏を知ろう

Columnコラム

ごみを減らしましょう

令和8年4月号
第1187号16 令和8年4月号

第1187号 17

C K C K



5月のこども館「かさくら」行事5月のこども館「かさくら」行事
申込開始　4月1日（水）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

13日（水）
7日（木）
8日（金）
19日（火）
20日（水）
29日（金）

10：00～10：45

10：00～10：30

20組

各10組

各10人

10組

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう

子ども相談室

ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 2日（土） 13：00～15：00 4組 不要

　県天然記念物に指定されている樹齢300年以上の「竹鼻別院のフジ」。一本の木から広がる
藤棚には、薄紫色の花が咲き誇り、訪れる人を優雅な香りとともに包み込みます。ふじまつり期間
中は、茶席や飲食コーナー、藤のライトアップのほか、スタンプラリーや音楽演奏、子ども向けイ
ベントなど多彩な催しを実施。歴史ある寺院と藤の競演をぜひお楽しみください。

開催日時　4月17日（金）～29日（水・祝）
場所　竹鼻別院（羽島市竹鼻町2802）

c羽島市観光協会　☎322‐2303

24日（日） 10：00～10：45 6人

30日（土）

13日（水）

30日（土）

14：00～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

c環境経済課　☎388‐1114

※回収時間以外の持ち込みはできません。混雑状況により、お待ちいただくことがあります。

●回収日時・場所
毎週 木 曜日 毎週 金 曜日
9：00～12：00 9：00～12：00

松枝交流センター松枝交流センター松枝交流センター

不燃ごみの出し方
・町指定ごみ袋に入れ、口をしばり各町
内会で決められた名前や番地などを
書く。

・毎月1回、午前7時～8時の間に町内
会の決められた集積所へ出す。

町指定ごみ袋 透明

金属製品、ガラス製品、
陶器類、家電製品など

傘（日傘、雨傘）は
唯一の例外で
はみ出しOKです。

燃える素材の製品も
OKです。

令和8年4月から、各町内会（毎月1回）の収集日に加え
新たに「不燃ごみの回収日」を追加します！

▲動画はこちら▲羽島市観光協会
ホームページ

㈱高島衛生駐車場（円城寺25番地）
※緑ごみ回収と同じ場所です。

㈲内田商会（北及905番地）
※緑ごみ回収と同じ場所です。

（年末年始は除く） （年末年始は除く）
－羽島市－ 美濃竹鼻ふじまつり

Columnコラム

岐阜連携都市圏を知ろう

Columnコラム

ごみを減らしましょう

令和8年4月号
第1187号16 令和8年4月号

第1187号 17

C K C K



4月から国民年金保険料の額が変わります
　令和8年度の国民年金保険料（以下「保険料」）は月額17,920円（令和7年度は17,510
円）です。保険料の納付方法は、納付書による現金納付だけでなく、口座振替・クレジットカー
ド納付・スマートフォンアプリなどがあります。また、1年度分、6か月分などまとめて納付（前
納）すると割引されます。ご自身に合った納付方法で納付期限までに納めましょう。

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

対象者 送付時期

現金・スマートフォンアプリで納
付している

保険料の免除・納付猶予の承認
を受けている

年度途中で60歳になる

保険料の一部が免除されている

20歳になった

退職した

令和8年4月

令和8年7月

令和8年4月

令和8年4月

20歳になった後、
約2週間程度

国民年金届出の処
理後、約2週間程度

令和8年4月分～令和9年3月分

令和8年7月分～令和9年3月分

令和8年4月分～60歳の誕生日の前日が属する月の
前月分

令和8年4月分～6月分

20歳の誕生日の前日が属する月分～令和9年3月分

国民年金第1号資格取得日（退職日の翌日）～令和9
年3月分

子どもたちの笑顔と心身の健康

送付される納付書

国民年金第1号被保険者の方は、日本年金機構から納付書が送付されます

教育委員会だより
　子供たちが毎日元気に登校し、笑顔で学び、
友達と走り回る。そのような当たり前の日常を支
えている根幹の一つが、「学校保健」です。教育
委員会では、子供たちが心身ともに健やかに成
長し、将来にわたって自立した生活を送るため
の基礎づくりを、学校教育の課題の一つとして
推進しています。
　学校保健と聞くと、定期的な健康診断や保健
室での応急処置を思い浮かべる人が多いかも
しれません。しかし、時代の変化とともに、子供た
ちを取り巻く健康課題はかつてないほど多様
化・複雑化しています。
　例えば、現在の学校教育ではICTの活用が
進み、タブレット端末を活用した授業が日常とな
っています。その一方で、「デジタルデバイスと
の付き合い方」は新たな課題です。長時間の使
用による視力への影響や姿勢の問題だけでなく、
インターネットを通じた情報の取捨選択や依存
の防止など、心身の両面で正しい知識が求めら
れています。子供たちが抱える不安やストレスは
目に見えにくいものですが、それらが深刻化する

前に適切にサポートする体制が必要です。
　学校では、養護教諭を中心に、学校医、学校
歯科医、学校薬剤師、スクールカウンセラーとい
った専門家が「ワンチーム」となり、一人一人の
変化にいち早く気付き、寄り添える体制を整え
ています。健康教育を通じて、子供たち自身が自
分の体の状態を知り、子供たち自身が「自分の
健康を自分で守る力」を身に付けることは、学力
の向上と同じくらい、子供たちの長い人生を支
える大切な「生きる力」の教育なのです。
　しかし、健康教育は学校だけで完結するもの
ではありません。子供たちの健やかな生活リズ
ム（早寝・早起き・朝ごはん）の定着には、家庭の
協力が必要です。地域の方 と々あいさつを交わ
し、温かい目で見守られる経験は、子供たちに、
「自分は大切にされている」という自己肯定感を
与えます。
　これからも、学校・家庭・地域が手を取り合い、
社会全体で子供たちの「心」と「体」の健康を
見守り育んでいきましょう。

保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
福祉健康センター
総合交流センター
福祉健康センター

10日（金）
14日（火）
21日（火）
27日（月）

9：30～11：30
9：30～11：00
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30
13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談　※申込不要
スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、

精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室） ふれあいひろば（認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：産後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）
※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福祉
士による電話相談・家庭訪問
☎388‐7171（平日8：30～17：15）

　母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

3日（金）
15日（水）
8日（水）
22日（水）
2日（木）
16日（木）
3日（金）
15日（水）
8日（水）
22日（水）

10：00～
11：30

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

3日（金）

23日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込

初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 14日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター

福祉健康センター※

13日（月）

14日（火）
10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

4月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー

14日（火）
27日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
5
12
19
26
29

赤座医院上印食診療所
岐阜・胃と大腸の内視鏡安藤おなかクリニック
伊藤内科
おおしろ内科
岡山クリニック

岐南町上印食
岐南町上印食
笠松町上本町
岐南町野中
岐南町徳田

☎247‐2626
☎245‐3300
☎387‐2257
☎249‐1366
☎268‐0307

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
19（名）だるまや薬局 笠松町上本町 ☎387‐2311

秋田歯科医院
ゆう歯科クリニック
立松歯科医院
なな歯科クリニック
さくら歯科

岐南町三宅
岐南町野中
笠松町門間
岐南町三宅
笠松町門間

☎247‐1196
☎259‐6480
☎388‐2078
☎259‐4618
☎387‐9114

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約） 5～6か月児 22日（水）10：00～11：30

歯みがき教室 乳幼児と
保護者

14日（火）
27日（月）

9：30～11：00
13：00～14：30

発達が心配なこども
とその保護者

発達相談会（要予約）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（臨床心理士による発達に関する相談）
8日（水）10：00～12：00

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

令和8年4月号
第1187号18 令和8年4月号

第1187号 19
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4月から国民年金保険料の額が変わります
　令和8年度の国民年金保険料（以下「保険料」）は月額17,920円（令和7年度は17,510
円）です。保険料の納付方法は、納付書による現金納付だけでなく、口座振替・クレジットカー
ド納付・スマートフォンアプリなどがあります。また、1年度分、6か月分などまとめて納付（前
納）すると割引されます。ご自身に合った納付方法で納付期限までに納めましょう。

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

対象者 送付時期

現金・スマートフォンアプリで納
付している

保険料の免除・納付猶予の承認
を受けている

年度途中で60歳になる

保険料の一部が免除されている

20歳になった

退職した

令和8年4月

令和8年7月

令和8年4月

令和8年4月

20歳になった後、
約2週間程度

国民年金届出の処
理後、約2週間程度

令和8年4月分～令和9年3月分

令和8年7月分～令和9年3月分

令和8年4月分～60歳の誕生日の前日が属する月の
前月分

令和8年4月分～6月分

20歳の誕生日の前日が属する月分～令和9年3月分

国民年金第1号資格取得日（退職日の翌日）～令和9
年3月分

子どもたちの笑顔と心身の健康

送付される納付書

国民年金第1号被保険者の方は、日本年金機構から納付書が送付されます

教育委員会だより
　子供たちが毎日元気に登校し、笑顔で学び、
友達と走り回る。そのような当たり前の日常を支
えている根幹の一つが、「学校保健」です。教育
委員会では、子供たちが心身ともに健やかに成
長し、将来にわたって自立した生活を送るため
の基礎づくりを、学校教育の課題の一つとして
推進しています。
　学校保健と聞くと、定期的な健康診断や保健
室での応急処置を思い浮かべる人が多いかも
しれません。しかし、時代の変化とともに、子供た
ちを取り巻く健康課題はかつてないほど多様
化・複雑化しています。
　例えば、現在の学校教育ではICTの活用が
進み、タブレット端末を活用した授業が日常とな
っています。その一方で、「デジタルデバイスと
の付き合い方」は新たな課題です。長時間の使
用による視力への影響や姿勢の問題だけでなく、
インターネットを通じた情報の取捨選択や依存
の防止など、心身の両面で正しい知識が求めら
れています。子供たちが抱える不安やストレスは
目に見えにくいものですが、それらが深刻化する

前に適切にサポートする体制が必要です。
　学校では、養護教諭を中心に、学校医、学校
歯科医、学校薬剤師、スクールカウンセラーとい
った専門家が「ワンチーム」となり、一人一人の
変化にいち早く気付き、寄り添える体制を整え
ています。健康教育を通じて、子供たち自身が自
分の体の状態を知り、子供たち自身が「自分の
健康を自分で守る力」を身に付けることは、学力
の向上と同じくらい、子供たちの長い人生を支
える大切な「生きる力」の教育なのです。
　しかし、健康教育は学校だけで完結するもの
ではありません。子供たちの健やかな生活リズ
ム（早寝・早起き・朝ごはん）の定着には、家庭の
協力が必要です。地域の方 と々あいさつを交わ
し、温かい目で見守られる経験は、子供たちに、
「自分は大切にされている」という自己肯定感を
与えます。
　これからも、学校・家庭・地域が手を取り合い、
社会全体で子供たちの「心」と「体」の健康を
見守り育んでいきましょう。

保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
福祉健康センター
総合交流センター
福祉健康センター

10日（金）
14日（火）
21日（火）
27日（月）

9：30～11：30
9：30～11：00
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30
13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談　※申込不要
スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、

精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室） ふれあいひろば（認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：産後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）
※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福祉
士による電話相談・家庭訪問

☎388‐7171（平日8：30～17：15）

　母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

3日（金）
15日（水）
8日（水）
22日（水）
2日（木）
16日（木）
3日（金）
15日（水）
8日（水）
22日（水）

10：00～
11：30

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

3日（金）

23日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込

初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 14日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター

福祉健康センター※

13日（月）

14日（火）
10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

4月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー

14日（火）
27日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
5
12
19
26
29

赤座医院上印食診療所
岐阜・胃と大腸の内視鏡安藤おなかクリニック
伊藤内科
おおしろ内科
岡山クリニック

岐南町上印食
岐南町上印食
笠松町上本町
岐南町野中
岐南町徳田

☎247‐2626
☎245‐3300
☎387‐2257
☎249‐1366
☎268‐0307

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
19（名）だるまや薬局 笠松町上本町 ☎387‐2311

秋田歯科医院
ゆう歯科クリニック
立松歯科医院
なな歯科クリニック
さくら歯科

岐南町三宅
岐南町野中
笠松町門間
岐南町三宅
笠松町門間

☎247‐1196
☎259‐6480
☎388‐2078
☎259‐4618
☎387‐9114

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約） 5～6か月児 22日（水）10：00～11：30

歯みがき教室 乳幼児と
保護者

14日（火）
27日（月）

9：30～11：00
13：00～14：30

発達が心配なこども
とその保護者

発達相談会（要予約）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（臨床心理士による発達に関する相談）
8日（水）10：00～12：00

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

令和8年4月号
第1187号18 令和8年4月号

第1187号 19
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金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付書番
号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払いなど
の多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

4月のカレンダー
各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

行政相談

心配ごと相談

15日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

6日（月）
20日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

10日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北及）　森 光彌（米野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
4月14日（火）までに電話でお申し
込みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

16日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館10日（金）13：30～15：30

障がい者相談
身体障害者相談員
岩田 賢一（田代）　田島 佳代子（無動寺）

知的障害者相談員
樋口 一子（北及）

福祉会館10日（金）13：30～15：30

在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

■今月のお休み

■今月のおはなしかいはありません

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

24日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

　図書室利用者カードの交付
から5年以上経過している方は、
図書室窓口で更新手続きをして
ください。

今月の納税納付期限は4月30日（木）です
※学校給食費の納期限は5月7日（木） 期限内納付にご協力ください

固定資産税
保育料（0～2歳児）

放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1期分
4月分

4月分
1期分（4月分）

CCNチャンネル　4月のおすすめ番組
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金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付書番
号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払いなど
の多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

4月のカレンダー
各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

行政相談

心配ごと相談

15日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

6日（月）
20日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

10日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北及）　森 光彌（米野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
4月14日（火）までに電話でお申し
込みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

16日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館10日（金）13：30～15：30

障がい者相談
身体障害者相談員
岩田 賢一（田代）　田島 佳代子（無動寺）

知的障害者相談員
樋口 一子（北及）

福祉会館10日（金）13：30～15：30

在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

■今月のお休み

■今月のおはなしかいはありません

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

24日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

　図書室利用者カードの交付
から5年以上経過している方は、
図書室窓口で更新手続きをして
ください。

今月の納税納付期限は4月30日（木）です
※学校給食費の納期限は5月7日（木） 期限内納付にご協力ください

固定資産税
保育料（0～2歳児）

放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1期分
4月分

4月分
1期分（4月分）

CCNチャンネル　4月のおすすめ番組

令和8年4月号
第1187号20 令和8年4月号

第1187号 21
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この広報紙は再生紙を使用しています。QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
●発行・編集／笠松町・企画DX課 未来創造室 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  ☎058-388-1127  FAX.058-387-5816

「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します

c企画DX課　☎388‐1127

応募対象

応募期限

令和7年6月生まれの赤ちゃん
4月20日（月） 応募はこちらから蜷

　笠松町、笠松町商工会および岐阜信用金庫は、地
域事業者への支援や産業振興を通じて持続可能な
地域経済の発展を目指すため、2月18日に「地域経
済の活性化に向けた包括連携協定」を締結しました。
　この協定は、三者がそれぞれの強みやネットワー
クを生かしながら連携し、地域産業の振興や中小企
業支援に取り組むことで、地域経済のさらなる活性
化を図ることを目的としています。
　町では、今回の連携を通じて地域事業者への支
援をより一層充実させ、活力ある地域経済の実現を
目指していきます。

　2月22日（日）、プロバレーボールチーム
「JAぎふリオレーナ」の試合で笠松町ホー
ムタウンデーが開催されました。笠松町から
は町内のバレーボールチームに所属する29
人の子どもたちがエスコートキッズとして参
加し、選手入場を盛り上げました。

地域経済の活性化に向けた包括連携協定を締結しました

JAぎふリオレーナ
笠松町ホームタウンデーが

開催されました

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

HPはこちら 公式ＬＩＮＥ

［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
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